
 

 

 

恵庭市民スキー場リフト試行券の検討結果について 

 

１． リフト試行券の検討結果について 

市民スキー場は、市民の健康増進及びスポーツの普及振興を目的として設置しており、物価高騰や余暇需

要の変化を踏まえ、単に収益を求めるのではなく、より多くの市民が安全に、継続して利用できる環境を確保す

ることが重要であると認識しております。 

こうした観点から、市では、リフト料金の料金改定に関する調査・検討の一環として、令和４年度から令和６年

度までの３か年にわたり「高齢者３時間券」及び「おとな・こどもペア券」を試行販売して参りました。 

この試行券については、令和７年６月１９日（木）開催の「市議会厚生消防常任委員会」にて報告いたしました

「利用者アンケート」の結果や、近郊のスキー場との比較などを踏まえて検討を行った結果、対象層に即した有

効な施策であると評価し、利用者負担の軽減を図りつつ、冬期間の健康づくりや家族交流の支援を引き続き推

進するため、令和７年度シーズンから本実施に移行することが適当との判断に至りました。 

 

２． リフト券種の新設について（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 恵庭市スポーツ振興まちづくり審議会での審議状況について 

令和７年９月２２日（月）開催の「恵庭市スポーツ振興まちづくり審議会」において、本件について審議いただい

たところ、「市営のスキー場は利益追求ではなく、高齢者や親子連れの市民が利用しやすいように設定したのだ

から、試行券を本格導入し、今後何か問題があれば、その時にまた価格設定や新しいプランなどを考えていけば

良いのではないか」 とのご意見をいただき、試行券を本実施することについて、出席委員全員の承認をいただい

ております。 

 

４．本実施に向けた今後のスケジュール（案） 

・令和７年１１月   市議会第４回定例会において、「恵庭市体育施設条例」の一部改正（案）について提案 

・令和７年１２月   シーズン開設より新リフト券を販売 
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